
夫 153万円 １６８万円 ２２６万円 ２７５万円 ３００万円

妻 ８０万円 ８０万円 ８０万円 ８０万円 ８０万円

夫 ４３万円 ５８万円 １1６万円 １６５万円 １９０万円

妻 ０円 ０円 ０円 ０円 ０円

妻 ０円 ０円 ０円 ０円 ０円

妻 ０円 ０円 ０円 ０円 ０円

妻 １６，３３８円 １６，３３８円 ２７，２３０円 ４３，５６８円 ５４，４６１円

妻 １６，３３８円 １６，３３８円 ２７，２３０円 ４３，５６８円 ５４，４６１円

合計 ３２，６７６円 ４９，３５６円 １３５，６３６円 ２２２，８００円 ２７２，３８６円

妻の年金収入額８０万円は、基礎年金額を例としています。

令和５年度　年間保険料算定例(後期高齢者夫婦二人世帯、収入は年金のみの場合）

　被保険者均等割額＝５４，４６１円　　所得割率＝１１．１２％

年金収入額

所　得　額

基礎控除後の
総所得金額等 夫 ０円 １５万円 ７３万円 １２２万円 １４７万円

所得割額①
夫 ０円 １６，６８０円 ８１，１７６円 １３５，６６４円 １６３，４６４円

被保険者均等割額の
軽減割合

７割軽減 ５割軽減 ２割軽減

軽減後の被保険者
均等割額

②

夫 １６，３３８円 １６，３３８円 ２７，２３０円 ４３，５６８円 ５４，４６１円

保険料総額
①＋②

夫 １６，３３８円 ３３，０１８円 １０８，４０６円 １７９，２３２円 ２１７，９２５円

公的年金等控除額
(110万円)

基 礎 控 除 額
(43万円)


